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「横浜を取り巻く環境変化に関する基礎調査」に関するプロポーザル 

に係る提案書評価基準  

 

表１の評価項目及び重みづけのもと、評価を行います。 

各評価項目の評価の視点は表２のとおりとします。 

採点が同点の場合は、評価事項のうち、提案内容の評価点の合計点数で再評価を行い、受託候補

者を特定します。 
 

表１ 基本的評価事項  

評価項目  

(配 点 ) 
評価の着目点  配点 評価 倍率 評価点 

予定技術者の  

経験及び  

業務  実施能力  

（10点） 

現場責任者  

同種又は類似業務の実績に
ついて、本業務に生かすこ
とのできる過去の実績があ
るか 

５ 

A :5 

 ×１  B :3 

C :0 

担当技術者  

同種又は類似業務の実績に
ついて、本業務に生かすこ
とのできる過去の実績があ
るか 

５ 

A :5 

 ×１  B :3 

C :0 

提案内容  

（80点） 

都市の将来予測について、有効な予測手法が
提案されているか 

25 

A :5 

 ×５  

A’:4 

B :3 

B’:2 

C :0 

本市の置かれた現状を的確に把握している
か 

10 

A :5 

 ×２  

A’:4 

B :3 

B’:2 

C :0 

今後取組の重要性が増すと考えられる課題
について、論理的な説明となっているか 

25 

A :5 

 ×５  

A’:4 

B :3 

B’:2 

C :0 

対応の方向性について、論理的な提案となっ
ているか 

20 

A :5 

 ×４  

A’:4 

B :3 

B’:2 

C :0 

男女共同参画に

関する取組 

（５点） 

次の項目について１つ満たすごとに１点加
算 

 
□次世代育成支援対策推進法に基づく一般
事業主行動計画の策定（従業員 101 人未満
の場合のみ加算） 

□女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律に基づく一般事業主行動計画の
策定（従業員 301人未満の場合のみ加算） 

□次世代育成支援対策推進法に基づく認定
（くるみんマーク、プラチナくるみんマー
ク）の取得 

□女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律に基づく認定（えるぼし）の取得 

□よこはまグッドバランス賞の認定の取得 

５  ×１  

評価点の合計（ 95 点満点）   
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(1) 予定技術者の経験及び業務実施能力は、Ａ、Ｂ、Ｃの３段階評価を行う。 

(2) 提案内容は、Ａ、Ａ’、Ｂ、Ｂ’、Ｃの５段階評価を行う。 

(3) 予定技術者の経験及び業務実施能力・提案内容の評価については、次のように点数化を行

い、項目ごとの倍率を乗じ評価点を算出する。 
 

評価 Ａ  Ａ’ Ｂ  Ｂ’ Ｃ 

評点 ５点 ４点 ３点 ２点 ０点 
   

(4) 男女共同参画に関する取組の評価については、表１の「評価の着目点」に記載した項目に

ついて１つ満たすごとに１点を加算する。 

(5) 提案内容においてＣ評価のある者は原則として選定しない。 
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表２ 評価の視点 

評価項目 評価の着目点 
評価 

Ａ Ａ’ Ｂ Ｂ’ Ｃ 
 

予定技術者

の経験 

及び 

業務実施 

能力 

現
場
責
任
者 

同種又は類似業務

の実績について、

本業務に生かすこ

とのできる過去の

実績があるか 

豊富な実績が

ある 

 実績がある  実績がない 

担
当
技
術
者 

同種又は類似業務

の実績について、

本業務に生かすこ

とのできる過去の

実績があるか 

豊富な実績が

ある 

 実績がある  実績がない 

 

提案内容 
都市の将来予測につい

て、有効な予測手法が提

案されているか 

大変優れてい

る 

優れている 普通 やや劣ってい

る 

劣っている 

本市の置かれた現状を的

確に把握しているか 

大変優れてい

る 

優れている 普通 やや劣ってい

る 

劣っている 

今後取組の重要性が増す

と考えられる課題につい

て、論理的な説明となっ

ているか 

大変優れてい

る 

優れている 普通 やや劣ってい

る 

劣っている 

対応の方向性について、

論理的な提案となってい

るか 

大変優れてい

る 

優れている 普通 やや劣ってい

る 

劣っている 

男女共同参

画に関する

取組 

表１の「評価の着目点」

に記載した項目について

１つ満たすごとに１点を

加算する。 

 

     

 


